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能力に応じた負担制度を
全世代型社会保障の課題　㊦

政
府
の
見
通
し
は
成
長
が
前
提
で
不
確
実
性
も

リ
ス
ク
分
散
と
再
分
配
の
機
能
を
切
り
分
け
よ

公
費
は
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
に
集
中
投
下
を

　おぐろ・かずまさ　
年生まれ。一橋大博
士（経済学）。財務省
などを経て現職。専門
は公共経済学

　
消
費
税
率
が

％
に
引
き
上

げ
ら
れ
、
２
０
０
０
年
代
半
ば

に
始
ま
っ
た
「
社
会
保
障
・
税

一
体
改
革
」
が
終
了
し
た
。
だ

が
、
団
塊
の
世
代
が

歳
以
上

と
な
る
２
０
２
５
年
問
題
も
あ

り
、
社
会
保
障
の
改
革
は
こ
れ

か
ら
が
正
念
場
だ
。
低
成
長
で

貧
困
化
が
進
み
、
人
口
減
少
・

少
子
高
齢
化
が
本
格
化
す
る

中
、
い
ま
政
治
に
求
め
ら
れ
て

い
る
の
は
持
続
可
能
な
社
会
保

障
の
再
構
築
、
す
な
わ
ち
、
給

付
と
負
担
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る

抜
本
改
革
で
あ
る
。

　
政
府
が
改
革
議
論
の
出
発
点

と
す
る
の
は
、

年
５
月
公
表

の
「
２
０
４
０
年
を
見
据
え
た

社
会
保
障
の
将
来
見
通
し
（
議

論
の
素
材
）
」
だ
。
当
然
、
政

府
も
予
測
誤
差
を
承
知
で
社
会

保
障
給
付
費
を
推
計
し
た
は
ず

だ
が
、
成
長
率
の
不
確
実
性
な

ど
も
あ
り
、
こ
の
予
測
の
み
を

前
提
に
改
革
議
論
を
進
め
る
の

は
一
定
の
リ
ス
ク
を
伴
う
。

　
例
え
ば
、
政
府
の
予
測
（
ベ

ー
ス
ラ
イ
ン
ケ
ー
ス
）
で
は
社

会
保
障
給
付
費
が

年
度
に
１

２
１
・
３
兆
円
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

・
５
％
）
だ
っ
た
の
が
、

年

度
に
約
１
４
０
兆
円
（
同

・

８
％
）
、

年
度
に
約
１
９
０

兆
円
（
同

％
）
と
な
る
。

　
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
数
値
で
は
２
・

５
％
㌽
し
か
増
え
ず
、
改
革
を

急
ぐ
必
要
は
な
い
と
の
声
も
あ

る
。
だ
が
、

年
度
予
算
ベ
ー

ス
の
社
会
保
障
給
付
費
は
対
前

年
度
２
・
４
兆
円
増
の
１
２
３

・
７
兆
円
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で

・

１
％
だ
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
内
閣
府
７

月
試
算
）
。
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
は

年
度
の
予
測
値
（

・
８
％
）

を
既
に
上
回
っ
て
い
る
。

　
図
の
太
実
線
で
１
９
７
０
年

度
か
ら

年
度
ま
で
の
社
会
保

障
給
付
費
の
実
績
推
移
を
示
し

た
。
増
加
ス
ピ
ー
ド
は
年
平
均

２
・
５
兆
円
程
度
（
消
費
税
率

１
％
に
相
当
）
で
あ
る
。
こ
の

ス
ピ
ー
ド
が
継
続
す
る
と
い
う

予
測
の
も
と
に
、
社
会
保
障
給

付
費
の
増
加
を
推
計
し
た
も
の

が
図
の
太
点
線
で
あ
る
。

　
実
は
、
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
ケ
ー

ス
で
は

年
度
以
降
の
名
目
経

済
成
長
率
を
１
・
３
％
と
見
込

ん
で
い
る
。
こ
れ
は

年
度
か

ら

年
度
の
平
均
成
長
率
（
０

・

％
）
の
約
３
倍
と
い
う
強

気
の
数
字
だ
。
給
付
費
が
伸
び

て
も
経
済
が
大
き
く
成
長
す
れ

ば
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
給
付
費
率
の

上
昇
は
抑
制
で
き
る
と
い
う
シ

ナ
リ
オ
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
的
に

こ
れ
か
ら
の
成
長
率
を
０
・
５

％
と
み
て
、
年
平
均
２
・
５
兆

円
増
の
社
会
保
障
給
付
費
の
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
試
算
す
る
と
、

年

度
の
値
は

％
に
急
上
昇
す

る
。
成
長
率
が
１
％
な
ら
ば
、

年
度
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
給
付
費

は

・
１
％
と
な
り
、
成
長
率

１
・
３
％
の
と
き
の
政
府
推
計

（

％
）
に
近
い
。
と
は
い
え
、

成
長
率
が
０
・
３
㌽
低
下
す
る

だ
け
で
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
給
付
費
は

約
１
％
㌽
も
跳
ね
上
が
る
。

　
消
費
税
率
１
％
増
で
対
Ｇ
Ｄ

Ｐ
約
０
・
５
％
の
税
収
増
の
た

め
、
も
し
給
付
費
が

年
度
か

ら

年
度
で
６
・
５
％
㌽
（

％
―

・
５
％
）
も
増
え
る

と
、
現
在
の
財
政
赤
字
圧
縮
分

を
除
い
て
も
、
消
費
税
率
換
算

で
約

％
分
も
の
増
税
に
相
当

す
る
財
源
が
必
要
だ
。
も
ち
ろ

ん
財
源
は
消
費
税
以
外
で
も
構

わ
ず
、
社
会
保
険
料
の
引
き
上

げ
や
医
療
・
介
護
の
自
己
負
担

増
の
ほ
か
、
社
会
保
障
を
ス
リ

ム
化
す
る
政
治
判
断
も
あ
る
。

　
ま
た
、
理
論
的
に
は
国
債
発

行
で
財
源
を
賄
う
方
法
も
あ
る

が
、
現
下
の
厳
し
い
財
政
状
況

で
そ
れ
が
本
当
に
持
続
可
能
な

手
段
な
の
だ
ろ
う
か
。
現
今
の

財
政
の
厳
し
い
現
実
は
、
経
済

学
の
「
ド
ー
マ
ー
命
題
」
で
確

認
で
き
る
。

　
こ
の
命
題
は
「
名
目
成
長
率

が
一
定
の
場
合
、
財
政
赤
字
を

出
し
続
け
て
も
、財
政
赤
字（
対

Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
を
一
定
に
保
て
ば
、

債
務
残
高
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
は
一

定
値
に
収
束
す
る
」
と
い
う
も

の
で
、
財
政
赤
字
比
率
が
ｑ
、

名
目
成
長
率
が
ｎ
の
と
き
、「
債

務
残
高
（
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
）
の
収
束

値

ｑ
／
ｎ
」
が
成
立
す
る
。

　
内
閣
府
の
「
中
長
期
の
経
済

財
政
に
関
す
る
試
算
」
（

年

７
月
）
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
ケ
ー

ス
で
は

年
度
の
財
政
赤
字
比

率
は
２
・
３
％
で
、
そ
の
後
も

赤
字
は
拡
大
基
調
の
た
め
、
甘

い
評
価
だ
が
、
ｑ

２
・
３
％

と
し
よ
う
。
ま
た
、
ｎ
を
既
述

の

年
度
か
ら
の
平
均
成
長
率

０
・

％
と
す
る
と
、
債
務
残

高
比
率
の
収
束
値
は
約
５
９
０

％
（

２
・
３
％
／
０
・

％
）

で
、
現
在
の
債
務
残
高
比
率
２

０
０
％
の
約
３
倍
も
の
水
準
と

な
る
。
成
長
率
０
・
５
％
と
し

て
も
、
債
務
残
高
比
率
を
現
在

と
同
水
準
に
収
め
る
に
は
、
財

政
赤
字
比
率
を
約
１
％
に
縮
減

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
改

革
の
司
令
塔
と
し
て
政
府
は

「
全
世
代
型
社
会
保
障
検
討
会

議
」
を
設
置
し
、
全
世
代
が
安

心
で
き
る
新
し
い
社
会
保
障
制

度
の
方
向
性
を
議
論
し
、

年

末
ま
で
に
中
間
報
告
、

年
夏

ま
で
に
最
終
報
告
を
取
り
ま
と

め
る
予
定
だ
。

　
で
は
、
本
当
の
改
革
に
は
何

が
必
要
か
。
そ
も
そ
も
、
全
世

代
型
社
会
保
障
と
い
う
概
念

は
、
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民

会
議
が

年
８
月
に
提
言
し
、

主
と
し
て
高
齢
者
世
代
を
給
付

の
対
象
と
す
る
社
会
保
障
か

ら
、
切
れ
目
な
く
全
世
代
を
対

象
と
す
る
社
会
保
障
へ
の
転
換

を
目
指
す
も
の
だ
。提
言
で
は
、

年
金
・
医
療
・
介
護
が
中
心
の

従
来
型
社
会
保
障
（
１
９
７
０

年
代
モ
デ
ル
）
を
修
正
し
、
現

役
世
代
の
雇
用
・
子
育
て
支
援

・
低
所
得
者
や
住
ま
い
の
問
題

な
ど
も
対
象
と
す
る
新
た
な
社

会
保
障（
２
０
２
５
年
モ
デ
ル
）

の
構
築
を
目
指
す
と
し
た
。

　
改
革
の
理
念
に
は
概
ね
賛
成

だ
が
、
財
源
の
裏
打
ち
が
無
け

れ
ば
、
現
役
世
代
へ
の
新
た
な

バ
ラ
マ
キ
的
な
政
策
と
な
る
恐

れ
も
あ
る
。
最
終
的
に
は
財
政

赤
字
が
膨
ら
み
、
ツ
ケ
を
将
来

世
代
に
先
送
り
す
る
だ
け
だ
。

ま
た
、
成
長
に
過
度
に
頼
っ
た

改
革
議
論
も
リ
ス
ク
が
高
い
。

　
例
え
ば
、
名
目
経
済
成
長
率

の
予
測
（
政
府
経
済
見
通
し
）

で
は
、
実
績
が
予
測
を
上
回
っ

た
の
は
過
去

年
間
の
う
ち
６

回
の
み
だ
。
す
な
わ
ち
、
政
府

予
測
の
的
中
確
率
は

％
し
か

な
く
、
厳
し
い
シ
ナ
リ
オ
を
前

提
に
改
革
を
進
め
る
覚
悟
を
政

治
や
我
々
国
民
が
持
つ
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。

　
な
ら
ば
低
成
長
で
貧
困
化
が

進
む
我
が
国
で
、
最
も
重
要
な

視
点
は
何
か
。
例
え
ば
、
現
行

制
度
上
、
基
礎
年
金
や
医
療
保

険
な
ど
に
は
所
得
や
資
産
の
高

低
に
関
係
な
く
公
費
が
投
入
さ

れ
て
い
る
が
、
限
ら
れ
た
財
源

の
使
途
と
し
て
、
本
当
に
効
率

的
な
使
い
方
だ
ろ
う
か
。

　
公
的
保
険
給
付
の
範
囲
見
直

し
や
公
立
病
院
の
再
編
な
ど
も

必
至
だ
が
、
効
率
的
な
再
分
配

政
策
と
い
う
視
点
で
は
、
「
リ

ス
ク
分
散
」
機
能
を
担
う
保
険

と
「
再
分
配
」
機
能
を
担
う
税

の
役
割
を
切
り
分
け
、
世
代
に

か
か
わ
ら
ず
、
公
費
は
本
当
に

困
っ
て
い
る
人
々
に
集
中
的
に

投
下
す
る
と
い
っ
た
新
た
な

「
改
革
の
哲
学
」
を
政
治
主
導

で
示
す
こ
と
で
あ
る
。

　
真
の
困
窮
者
を
救
う
た
め
に

は
、
社
会
保
障
の
支
え
手
を
増

や
す
努
力
も
必
要
で
あ
り
、
在

職
老
齢
年
金
の
見
直
し
や
年
金

の
繰
り
下
げ
拡
充
な
ど
最
低

歳
ま
で
の
就
労
促
進
を
軸
に
、

働
き
方
改
革
や
資
産
形
成
を
促

す
政
策
も
重
要
だ
。

　
そ
の
関
係
で
、
負
担
の
あ
り

方
も
見
直
し
が
必
要
だ
。
例
え

ば
、
現
在
の
「
年
齢
差
別
」
的

な
医
療
の
窓
口
負
担
を
改
め
、

「
応
能
負
担
別
」
の
窓
口
負
担

に
変
更
す
る
改
革
は
不
可
避
だ

が
、
保
険
料
や
税
で
も
、
世
代

に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
保
障
・

税
番
号
制
度
も
活
用
し
、
年
金

な
ど
の
所
得
も
合
算
し
つ
つ
、

資
産
を
含
む
負
担
能
力
に
応
じ

て
負
担
す
る
仕
組
み
と
す
る
の

が
望
ま
し
い
。

　
ま
ず
は
、
団
塊
の
世
代
が

歳
以
上
と
な
り
は
じ
め
る

年

に
向
け
た
改
革
断
行
が
急
務

だ
。
短
期
的
で
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク

的
な
改
革
で
な
く
、
中
長
期
的

な
視
点
で
の
抜
本
改
革
が
必
要

な
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、「
何

を
守
り
、
何
を
諦
め
る
の
か
」

と
い
っ
た
国
民
視
点
で
の
「
新

た
な
社
会
保
障
の
哲
学
」
や
国

民
が
共
有
で
き
る
ビ
ジ
ョ
ン
を

構
築
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。


